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1　はじめに
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下水道の目的は、下水道法で規定されている「都市の健全な発達及び公

衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する」こと

であり、下水道は水質保全における中核的施設として位置づけられている。

下水道の役割としては、①周辺環境の改善、②便所の水洗化く　③公共用

水域の水質汚濁防止、④都市型水害への対策等がある。

向日市では、昭和5．4年に公共下水道（汚水）の供用を開始して以来、

精力的に事業を進めたことにより、現在では普及率99．9％と、ほぼす

べての市民が公共下水道を利用できる状況となり、他都市に比較しで早く

から快適で文化的な生活を送れるようになっている。

しかし、一方では、下水道事業特別会計の財政状況を見ると、一般会計

全体を上回る額の借入金があり、一般会計から多額の繰り入れを行うなど、

経営的に不安定な状況となっている。

また、公共下水道の供用開始から30年が経過し、今後、維持管理費が

増加することも予測されることから、一般会計の財政状況に左右されるこ

とのないよう、ライフラインとしての公共下水道を事業として安定的に経

営できる体制づくりが必要である。

下水道事業は公営企業として、独立採算で事業を行うこととされている

が、向日市では事業開始から30年が経過しているにもかかわらず、下水

道使用料で経費の一部しか回収できておらず、また、平成10年の改定以

来すでに10年が経過している状況にある。

向日’市上下水道事業懇談会は、向日市の水道事業及び下水道事業の今後

の経営等のあり方、取り組むべき諸課題及びその方策について市長に提言

することができることとされている。

従って、当懇談会としては、下水道事業特別会計の経営の安定化のため

の方策、また、下水道使用料をどうすべきか等について、以下のとおり検

討を行った。

2　下水道事業経営の考え方

経費の負担区分については、昭和36年の「第1次下水道財政研究委員

会」で、雨水排除及び低湿地帯の滞水の排除については、原則として公費

負担、汚水の処理は、原則として個人負担とすることが適当であるとされ、
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「雨水公費・汚水私費」の原則が確立されている。

また、下水道事業は、地方財政法上、公営企業と位置づけられ、特別会

計を設けて行わなければならないとされている。

そして、「その経費は、その性質上当該事業の経営に伴う収入をもって

充てることが適当でない経費及び当該事業の性質上能率的な経営を行って

もなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難である

と認められる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもってこれに充て

なければならない」こ．／ととされていて、独立採算制が義務づけられている。

ここでの、「適当でない経費」、「客観的に困難であると認められる経費」

については、経費の負担区分に基づき、一般会計が負担すべき経費として、

公営企業に係る繰出基準で具体的に定められている。

従って、下水道事業の雨水分については、税金等により一般会計が行い、

汚水分については、独立採算で利用者の負担により経営を行うこととなっ

ているものである。

3　向日市の下水道

向日市では、まず汚水事業として、昭和48年に京都府の「桂川右岸流

域下水道事業」関連の「向日市公共下水道事業」として都市計画決定を行

い、昭和49年には下水道事業認可を受け、50年から工事に着手、54

年11月に森本町の一部から供用を開始した。

その後、市の重点施策として積極的に推進したことにより、地理的な条

件と相まって、平成8年度には人口普及率が99．9％に達し、ほぼ完成

の状況となった。

一方、雨水事業では、平成元年に都市計画決定の変更を行い、平成7年

下水道事業認可の変更を行った。

そして、＿現在までに「寺戸川1号・2号幹線、石田川1号幹線」が完成

し、平成18年度からは「石田川2号幹線」築造工事に着手している。

また、京都府の雨水事業としては、平成13年に「桂川右岸流域下水道

雨水北幹線第1号管きょ（いろは呑龍トンネル）」が供用を開始した。

平成18年度末までに向日市が投下－した事業費は、市の事業分としては、

汚水事業で186億円、雨水事業で51億円、また、京都府の桂川右岸流

域下水道事業への負担金として、汚水分で33億円、雨水分で36億円を

支出している。
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また、これら事業に対する借入金（地方債）残高は、平成18年度末で、

汚水分104億円、雨水分51億円、計155億円となっている。

財政面では、昭和53年に下水道事業特別会計を設置、54年に公共下

水道使用料・条例を制定した後、平成4年と5年の2か年にわたり、

3ケ．9％、平成10年に23．6％の使用料改定を行っている。

向日市下水道事業特別会計は黒字決算となっているが、実質的には、収

支不足額をすべて一般会計から繰り入れており、平成18年度では下水道

使用料収入が約6億円である‘のに対し、汚水分の繰り入れは約5億円であ

り、うち基準外は約4億円となっている。

また、歳入の地方債には、過去の借入金に対する償還金に対して新たな

借り入れをするという資本費平準化債が3億円以上あり、この資本費平準

化債を借り入れないとすれば、基準外の繰入金は7億5，000万円に達

することとなる。

これらのことから、下水道使用料で回収できている経費の割合は43％

で、残りの57％は一般会計が負担していることとなっている。

ただ、平成19年度から、使用料回収率について、地方債の繰上償還や

資本費平準化債の取り扱いが変更となったこと、また、国の繰り出し基準

において「分流式下水道等に要する経費」が創設されたことから、従来の

計算方法が変更となった。

そのため、これらについて以下のとおり検討を行い、下水道使用料算定

における資料とした。

4　資本費平準化債と分流式下水道等に要する経費

平成19年度決算から、国における汚水処理費の算定方法が大きく変更

となった。

まず、資本費の算定において、資本費平準化債や借換債を財源として支

出した細分については、その経費から除くこととされた。

これにより、下水道使用料で費用のどれだけの部分が回収できているか

を表す「経費回収率」を平成18年度分で計算すると、従来43％であっ

たものが59％まで上昇することとなる。

また、繰り出し基準に「分流式下水道等に要する経費」が新たに加わっ

たことにより、一般会計から下水道事業特別会計への繰り出し金のルール

が変更となった。
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総務省通知により繰り出し基準に設定された「分流式下水道等に要する

経費」は、「汚水処理原価」から「適正と考えられる使用料収入」及び「従

来の繰り出し基準額」を除いた「適正な使用料を徴収してもなお使用料で

回収が困難な経費」とすることとなっている。（図参照）

この「分流式下水道等に要する経費」を繰り出し基準に含めることにつ

いては、「適正と考えられる使用料収入」を徴収することが前提となって

いるが、平成18年の「今後の下水道財政の在り方に関する研究会」で月

3，000円（20ｍ3／）という下水道使用料が他の公共料金と比較しても

妥当な水準であるとされた。

これが現在の国における基準とされ、繰り出し基準における高資本費対

策、地方債の繰上償還の条件等に規定されており、この基準をクリアすべ

きものとされている。

なお、向日市の、平成18年度末現在における使用料は、一般家庭で

月20ｍ3使用すると1，879円（税込）で、下水道会計における使用料

収入を有収水量で割った1ｍ3あたり平均単価は108円となっている

「分流式下水道等に要する経費Ｊ

下水道事業において適正と考える使用料収入 （8．7億円）

適正年債用料
を徴収しても
なお使用料で
回収が困難な
経費

ｍ 従来の基準内繰
入額 （資本費）
（0．7億円）

…　従来の基準内繰入額 （維持
管理費） （0．2億円）

…／ Ｊ

現在の使用料収入 ＋α
董ノ回

回

蒸
妻
欒
装
準

軍
章

車

堆
毒
華

（＿6 ．6億円） （2 ．1億円）

汚水維持管理費

（4 億円） ｌ汚 7

汚　 水　 資　 本　 費

火処 理 原 価 ｌ　　 （7 ・4億円）

※　 （ ）内の数値は平成2 1年度計画値

5　健全化の考え方

向日市の汚水に係る公共下水道事業は、平成8年度にはほぼ完成してお

り、今後の経費としては人件費、処理場（洛西浄化センター）への維持管
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理負担金及び今までに施設建設のために借り入れた地方債の元利償還金が

主なものであり、年度間による変動が少ない内容となっている。

平成21年度から23年度の財政計画における支出の内容を見ると、ま

ず、汚水の処理費である京都府への維持管理負担金の支払いは、毎年、約

2億6，．000万円で支出総額の17．5％を占めているが、これは下水

道使用水量と連動していること、また、負担金単価に？いても京都府の財

政計画に基づき関連市町の協定に定められているため、変更する余地に乏

しい。

元利償還金は、平成18年度末の汚水に係る地方債残高が約104億円

あり、毎年11億円近くを支払わなければならず、支出総額に占める割合

は71．2％にもなっている。

この2つで支出の90％近くを占めており、その他、■職員6名分の人件

費が2・7％、水道会計への徴昭業務等の負担金が2・6％となっており、

委託料や工事費などは僅かで、下水道事業会計だけの努力では経営の改善

は困難となっている。

なお、元利償還金については、汚水に係る事業がほぼ終了していること

から、地方債残高は確実に減少していくが、償還金に対する起債である資

本費平準化債を新たに借り入れていることにより、その減少傾向は緩やか

なものとなっている。

一方、収入面では、主な収入である下水道使用料について、水洗化普及

率が平成18年度末で97％に達していることや、節水機器の普及などに

より水需要が毎年減少し続けている状況にあるため、今後の増収は期待で

きない。

資本費平準化債は今後の借入利率の動向等によっては、借り入れをしな

いこととも想定され、その場合、一般会計から下水道事業会計への繰り出

しが多額となり、困難となることも予測される。

繰入金の増加は、利用者間で使用量に大きな差があることから市民間の

公平性を損なうこと、また、福祉・道路など他の事業に対する資金配分の

減少により市民サービスの低下をきたすことになる。

また、資本費平準化債の発行による地方債の増加は問題の先送りとなり、

金利負担が長期化することとなる。

いずれにしても、資本費平準化債は新たな利息が発生し、また、その償

還が長期間となるため、下水道財政の健全化には財源を手当てして利子負

担を早期に解消する方が望ましいであろう。

－　5　－



6　適正な下水道使用料のあり方

以上のことから、汚水に係る処理原価から資本費平準化債等を除き、前

述の算定方法による「分流式下水道等に要する経費」を新たに一般会計か

らの基準内繰入金に含めることとし、これらで処理してもなお不足する額

については、使用者の受忍感覚を考慮しつつ、原則的に下水道使用料で回

収すべきであるとの結論に至った。

そこで、平成21年度から23年度の3か年を算定期間とし、経費に対

する適正使用料について試算を行うと、上記の「分流式下水道等に要する

経費」の算定方法から、使用料単価は1ｍ3当たり150円という額になる。

この額であれば経費回収率が100％となり、独立採算が確立されるこ

ととなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

しかし、料金算定期間中における使用料単価からすれば約33％もの大

幅な値上げとなり、使用者の理解を得ることが難しいと考えられるため、

段階的に使用料を改定することが望ましい。

そこで、平成18年度の全国平均が1ｍ3当たり133円であること、ま

た、近隣市の京都市が130円、長岡京市が122円、大山崎町が121

円であることから、平成2Ⅰ年度は約2分の1相当分の15％程度（一般

家庭月20ｍ3使用で280円（税込）程度）の改定に止めるべきであろう。

なお、超過料金が逓増制になっており、現在、同じ1ｍ3の使用でも、使

用水量によって95円から280円まで3倍近い開きがある。

近年の水需要の動向から見て」この逓増制に関しては、これ以上差をつ

けることには問題があると考えられる

7　むすび

下水道事業は汚水私費・雨水公費の原則があるほか、会計上では公営企

業と位置づけられていて、独立採算で経営を行うことが義務づけられてい

る。

しかし、向日市の下水道事業会計は、‾現在、一般会計から基準以外の、

いわゆる赤字補てん的な繰り入れを行うことや、資本費平準化債という新

たな借金をすることによって収支均衡を図っている状況となっている。
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今回、提案どおりの使用料改定を行えば、繰り出し基準の増額等を含め

ることにより経費の回収率が86％となり、向日市下水道事業会計の独立

採算への改善が進むこととなる。

また、下水道事業は地方公営企業法が任意適用となっているが、水道事

業と同じく多くの資産を所有し、資産の運営により営業活動を行っている

こと、公共下水道の供用開始から30年が経過していることなどから、経

営状況を明らかにするために、地方公営企業法の適用も視野に入れて今後

検討されたい。

その他、下水道使用料の改定に当たっては、以下の点に留意いただき下

水道使用者の理解を得るよう務められたい。

1　元利償還金が費用の大きなウェイトを占めているため、過去に借り入

れた高金利の地方債について借り換えができるよう、国に強く働きかけ

られたい。

2　年度により有収率の変動が大きいため、処理場の管理者である京都府

や関連市町と連携し、不明水対策を行い有収率の向上に努められたい。

3　水道事業会計と連携して下水道使用料の滞納対策を進め、収納率の向

上に努められたい。

4　未水洗家屋に対する水洗化の働きかけを積極的に進め、環境の改善と

下水道使用料の増収を図られたい。

5　下水道事業に対する市民の理解を深めてもらうため、より一層の情報

提供に努められたい。
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財　政　計　画　　く15％改定後）

（1）収益的収支、資本的収支 （単位：千円）

・ 華 十 ‾　 き 衰 チ ニ＝ て平 御 中 華 ‾ヰ ㊥ 9 年 匿 ■率 嘩 申 年 蜃 …■頚 用 瀬 裏 表 細 面 二‾．

区 ．　 分 ‾． ∴；．く決 算 額 ！ ．珠 算 見 轟 ‾）＿ ．・＿＝（見 込 ト ・ 平 成 草ヰ 度 平 成 2 2 年 度 平 壌 ね 年 度 ＝ ・≡－‾－．鞋 ．．．

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

1　 総　　　　　　　 収　　　　　　　 益 （Ａ） 9 2 2 ，9 7 7 9 1 9 ．1 1 0 8 5 7 ．2 6 6 9 8 0 ．2 8 1 9 8 5 ．2 8 2 9 8 7 ，4 3 0 2 ．9 5 2 ，9 9 3

（1 ） 営　　　　 業　　　　 収　　　　 猫 （Ｂ） 6 3 3 ，2 1 3 6 6 0 ，5 4 7 6 5 6 ，7 0 0 7 5 5 ，3 8 6 7 5 4 ，4 3 5 7 5 0 ，5 3 4 2 ．2 6 0 ．3 5 5

ア　 料　　　 金　　　 収　　　 入 6 3 3 ，2 1 3 6 6 0 ．5 4 7 6 5 6 ，7 0 0 7 5 5 ．3 8 6 7 5 4 ，4 3 5 7 5 0 ．5 3 4 2 ．2 6 0 ，3 5 5

（2 ）　 営　　　 業　　　 外　　　 収　　　 益 2 8 9 ．7 6 4 2 5 8 ，5 6 3 2 0 0 ，5 6 6 2 2 4 ．8 9 5 2 3 0 ，8 ヰ7 2 3 6 ，8 9 6 6 9 2 ，6 3 8

ア　 他　 会　 計　 繰　 入 ノ　 金 2 8 4 ．5 8 2 2 5 5 ．3 5 9 1 9 0 ．9 1 2 2 2 1 ．8 7 2 2 2 7 ，8 2 4 2 3 3 ．8 7 3 6 8 3 ，5 6 9

イ 歪 雷 雲 莞 諾 資 金 融 資 斡 旋 術
5，1 8 2 3 ．2 0 4 9 ，6 5 4 3 ，0 2 3 3 ．0 2 3 3 ，0 2 3 9 ，0 6 9

収

益

的

支

出

2　　 総　　　　　　　　 費　　　　　　　　 用 （Ｃ） 8 3 6 ，6 1 8 8 6 4 ，4 1 4 7 7 3 ，7 6 2 7 8 3 ，5 8 1 7 6 4 ，3 3 0 7 4 8 ，8 2 1 2 ，2 9 6 ．7 3 2

（1 ）　 営　　　　 業　　　　 費　　　　 用 3 4 2 ，0 1 0 3 9 7 ，0 2 4 3 7 4 ．5 7 5 4 0 1 ，0 0 ヰ 3 9 8 ，9 8 8 4 0 2 ．0 2 6 1 ，2 0 2 ．0 1 8

ア　 職　　 員　　 給　　 与　　 費 5 8 ，5 6 2 5 2 ．0 9 0 4 3 ．5 2 6 5 1 ．0 0 0 5 1 ，0 0 0 5 1 ，0 0 0 1 5 3 ．0 0 0

イ　 京 都 府 に 対 す る 維 持 管 理 負 担 金 2 2 1 ，6 7 8 2 6 2 ，9 2 2 2 5 3 ，8 4 8 2 6 6 ．1 8 4 2 6 4 ，1 7 7 2 6 2 ，2 0 6 7 9 2 ，5 6 7

ウ　 使 用 料 撤 収 事 務 負 担 金 3 3 ．柑 3 3 3 ，1 6 9 4 1 ．7 1 7 3 3 ，0 0 0 3 3 ，0 0 0 3 3 ．0 0 0 9 9 ．0 0 0

エ　 下　 水　 道　 業　 務　 負　 担　 金 6 ．2 6 7 6 ，2 4 2 6 ，3 8 5 6 ，3 0 0 6 ，3 0 0 6 ，3 0 0 1 8 ．9 0 0

オ　 維 持 管 理 に 係 る 委 託 料 及 び 工 事 費 等 1 2 ．0 5 9 1 0 ，1 4 2 2 0 ，3 5 0 1 5 ，9 0 0 1 5 ．9 0 0 2 0 ，9 0 0 5 2 ，7 0 0

力　 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 8 ，1 1 6 2 8 ．8 9 8 5 ．5 8 2 2 7 ，0 0 0 2 7 ，0 0 0 2 7 ．0 0 0 8 1 ，0 0 0

キ　 消 耗 品 等 2 ，1 3 5 3 ．5 6 1 3 ．1 6 7 1 ，6 2 0 1 ，6 1 1 1 ．6 2 0 4 ，8 5 1

（2 ） ′営　　　 業　　　 外　　　 費　　　 用 4 9 4 ，6 0 8 4 6 7 ．3 9 0 3 9 9 ．1 8 7 ■3 8 2 ．5 7 7 3 6 5 ，3 4 2 3 4 6 プ 9 5 1 ．0 9 4 ，7 1 4

ア　 支　　　 払　　　 利　　　 息 4 9 1 ．6 0 8 4 6 4 ．3 9 0 3 9 6 」 8 7 3 7 9 ．5 7 7 3 6 2 ，3 4 2 3 4 3 ，7 9 5 1 ．0 8 5 ．7 1 4

ｌ　 う ち 資 本 費 平 準 化 償 利 息
1 3 ，1年 1 2 1 ，1 5 7 2 9 ，2 9 7 3 7 ，5 9 4 4 5 ．7 6 2 5 3 ．0 4 2 1 3 6 ．3 9 8

ィ 諾 便 所 改 造 資 金 融 資 斡 旋 術
3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 00 3 ．0 0 0 3 ，0 0 0 9 ．∝ 旧

3 ．■■‾・‾ 収 －■　 －＿∴ 麦 ・≡・‾： …；三 を …　 ＝－．＝卦 ‾・（・Ａ 二時 ）－－ゆ ＿・8 郎 卵 ‾
ｒ＝■割 峰 昨 二‾＿■■8 3 ！5 8 4

－＿こ：1卵 Ｊ7 （抑
．≡＿，・－2睾・ｑ，9 5 之 三＝■－2 乳 8 坤 二■ ＿鱒 軋 2 引

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

1　 資　　　 本　　　 的　　　 収　　　 入 （巨） 6 8 3 ．6 5 9 1 ，4 2 2 ，4 7 5 6 4 6 ，5 4 7 5 4 9 ，1 2 6 5 1 7 ．0 3 8 5 0 5 ，8 1 1 1 ，5 7 1 ．9 7 5

（1 ）　 地　　　　　　　 方　　　　　　　 債 ヰ3 9 ，6 0 0 1 ．1 4 5 ．6 0 0 4 0 2 ，0 0 0 3 9 0 ，4 0 0 3 6 5 ，4 0 0 3 5 3 ．1 0 0 1 ．1 0 8 ，9 0 0

ｌ　 う ち 資 本 費 平 準 化 ．債
3 2 9 ，0 0 0 3 3 3 ．2 0 0 3 5 1 ，9 0 0 3 6 0 ．4 0 0 3 3 5 ．4 0 0 3 2 3 ．1 0 0 1 ，0 1 8 ．9 00

（2 ）　 他　　 会　　 計　　 補　　 助　　 金 2 4 4 ，0 5 9 2 7 6 ，8 7 5 2 4 4 ．5 4 7 1 5 8 ，7 2 6 1 5 1 ，6 3 8 1 5 2 ．7 1 1 4 6 3 ，0 7 5

資

本

的

支

出

2　　 資　　　 本　　　 的　　　 支　　　 出 （Ｆ） 7 6 5 ，7 4 7 1 ．4 7 4 ，3 4 6 7 4 0 ．9 0 3 7 4 5 ．8 2 6 7 3 7 ，9 9 0 7 4 4 ．4 2 0 2 ．2 2 8 ．2 3 6

（1 ）　 建　　　 設　　　 改　　　 良　　　 費 2 7 ．0 8 4 2 9 ，8 7 1 5 0 ，4 9 9 3 0 ，0 0 0 3 0 ．0 0 0 3 0 ，0 0 0 9 0 ．0 0 0

（2 ） 地　　 方　　 債　　 償　　 還　　 金 （Ｇ ） 7 3 8 ．6 6 3 1 ，4 4 4 ，4 7 5 6 9 0 ．4 0 4 7 1 5 ，8 2 6 7 0 7 ，9 9 0 7 1 4 ，4 2 0 2 ．1 3 8 ．2 3 6

】　 う ち 資 本 費 平 準 化 債 元 金
0 0 1 4 ．0 5 6 2 8 ，鍋 5 4 5 ，5 8 5 6 2 ，6 4 3 1 3 7 ，2 2 3

3 ＿・：収　 車 ．■．二≡ ■…妻 －■‡三 幸 巨 咋 対 韓 享 叫 二幸 △ 割 カ 7 ｌ－
－／△ 6 5 6 ，2 ｉ．ｊ

・‾8 2 ．0 8 8 ・ ・．－こ＝△ 純 3 5 6 ．＿△ 1≡．1朋 ，7 ｑ8 ≡：ム 孝箪 9 5 2 ■■‾＝三生 ‾2 3 卯 鱒 ・

収　　　 支　　 再　　　 差　　　 引 （ＤＨ Ｈ） （Ⅰ） 4 ，2 7 1 2 ．8 2 5 △ 1 0 ，8 5 2 0 0 0 0

前　 年　 度　 か　 ら　 の　 繰　 越　 金 （Ｊ） 6 ，1 5 6 1 0 ，4 2 7 1 3 ，2 5 2 0 0 0 0

形　　　 式　　　 収　　　 支　　　　　 （Ⅰ）ペ Ｊ） （Ｋ） 1 0 ．ヰ2 7 1 3 ．2 5 2 2 ．4 0 0 0 0 0 0

企　　　業　　　債　　　現　　　在　　　高 10．419，254 10，120．379 9．831，975 9．506，549 9，163．959 8，802．639

ノ‾■、・＼



（2）一般会計繰入金

／‾、

（単位：千円）

′　　　 ≡…≡＝二隼 ＝■…－・′； ：一牒 ∴ ・ 平 鹿 1錘 鱒 強 面 ■9重 度 中 成 2 0 年 卑 ＿‥・一凍 飼 料 筆 衰 郷 間 ．．‥

＝三＿臆 、 三‾・ぬ ■＿ ・．．：∴（決 算 療 仁 嬢 算 東 婆 ） ＝・：；そ克 込 ・仁 車 齢 車 衰 華 厳 ■2 年 度 薄 成 2 3年 度 二軒 ．こ－■

収　　 益　　 的　　 収　　 支　　 分 2 8 4．5 8 2 2 5 5 ．3 5 9 1 9 0 ，9 1 2 2 2 1 ，8 7 2 2 2 7 ．8 2 4 2 3 3 ，8了3 6 8 3 ．5 6 9

う　 ち　 基　 準　 内　 繰　 入　 金 4 5．6 0 1 2 5 5 ，3 5 9 1 9 0 ，9 1 2 2 2 1 ，8 7 2 2 2 7．8 2 4 2 3 3 ，8 7 3 6 8 3 ，5 6 9

】う ち 分 流 式 下 平 道 等 に 要 す る 経 費
0 2 1 3 ．0 7 6 1 4 7 ，0 7 4 1 7 7 ．8 1 3 1 8 3 ，2 5 0 1 8 7 ．3 7 0 5 4 8 ，4 3 3

う　 ち　 基　 準　 外　 繰　 入　 金 2 3 8．9 8 1 0 0 0 0 0 0

資　 本 ・ 的　 収　 支 ノ　 分
2 4 4．0 5 9 2 7 6 ，8 7 5 2 4 4 ，5 4 7 1・5 8 ，7 2 6 1 5 1．6 3 8 1 5 2 ，7 1 1 4 6 3 ．0 7 5

う　 ち　 基　 準　 内　 繰　 入　 金 5 6，8 7 6 4 4 ．2 0 2 4 2 ．3 5 7 4 4 ．2 6 0 3 8 ．0 6 3 3 7 ，0 2 8 1 1 9 ．3 5 1

う　 ち ・基　 準　 外　 繰　 入　 金 1 8 7．1 8 3 2 3 2 ，6 7 3 2 0 2 ．1 9 0 1 1 4 ．4 6 6 1 1 3 ，5 7 5 1 1 5 ，6 8 3 3 4 3 ，7 2 4

■■収 ‾ 革 鱒 ナ 喪 ．車 ■・軽 車 ．寿 ．狩 1 ■＿ 二‾＝‾5 2 8 ，6 4 1 －＿＿3 7 糾 呑2 三■二．串 寧廟 ヰ ‾1 ，1 4 6 Ｊ糾 4
＿こ＿5 3 乞 2 頭 ・ ＝ヰ3 転 4 5 9 ∴ ■一卵 吼 鱒 －

う　 ち　 基　 準 ．内　 繰　 入　 金 1 0 2，4 7 7 2 9 9 ．5 6 1 2 3 3 ，2 6 9 2 6 6 ．1 3 2 2 6 5．8 8 7 2 7 0 ，9 0 1 8 0 2 ．9 2 0

う　 ち　 基　 準　 外　 繰　 入　 金 4 2 6，1 6 4 2 3 2 ．6 7 3 2 0 2 ．1 9 0 1 1 4 ，4 6 6 1 1 3 ，5 7 5 1 1 5 ，6 8 3 3 4 3 ．7 2 4

（3）経営指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

∴塵 ．，．＝：＿・

：こ・・分 ∴　 －※ 窪 ∴ ‾一芸 奮 三 ■平 射 寧年 磨

．．こ＝1凍 算 革 巨

乎 球 拍車 ・

，‾く凍 夢 鬼婆

：車 焼申 年虔 ・

（見 込 ）こ・・てこ

‾・‾手虔 串 料 －算 定 期 間 ‾言≡：＝三＿

尊 徳 由 車 敢 －㌧平 成毎 年 度 平 成 わ年 度 ‾ ＿・■‾．二．二：軒 ．．．．・

汚　　　 水　　　 処　　　 理　　　 費 1 ，4 7 0，3 2 7 8 9 1．0 3 3 8 7 1．7 43 8 6 9 ，8 5 2 8 68 ．0 1 0 8 66 ．2 1 7 2 ，6 0 4 ，0 7 9

鱒　　 持　　 管　　 理　　 費 3 2 4，5 60 3 8 1．3 5 0 3 52 ，5 2 1 3 8 3 ，18 1 3 8 1 ．1 6 5 3 84 ，20 3 1 ，1ヰ8 ，5 ヰ9

資　　　　　　 本　　　　　　 費 1 ，14 5，7 6 7 5 0 9 ．68 3 5 1 9，2 2 2 4 8 6 ．6 7 1 4 8 6，8 4 5 4 82 ．0 14 1 ，4 5 5 ，5 3 0

庵 ．－ ．＿女　 王キ 壷 ．■≡・ ■ 眩 ‘≡←－‾＝ ‾≡二■ｒ＿垂 ■＿一三・三－・・…く碗 二二 丞 」Ｉ ＝‘．‾一了申 ■・こ・■‾．86 8＝
－：車 畠 二寧年号

維　 持　 管　 理 ’黄　　　　 （％ ） 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0

資　　 本　　 費　　　　 （％ ） 2 6 ，9 5 4 ．8 58 ，6 7 6．5 76 ．7 76 ．0 7 6 ．4

有　　　　 収　　　　 水　　　　 生　 （ｍ3 ） 5 ，糾 0，8 4 7 5 ，94 4 ，4 2 9 5 ，8 1 1，6 2 3 5 ．7 9 9 ．0 13 5 ，7 8 6，7 3 6 5 ．7 74 ，7 8 2 1 7 ，3 6 0 ，5 3 1

使　　　 用　　　 料　　　 単　　　 価　　 （円 ） 1 0 8 1 1 1 ‖ 3 13 0 1 3 0 1 30 13 0

轟 一水 十 軽　 度 －＿－■・原 ‘ｒ価 ：‾＝＝．＿（円 ）■－＿ 革 至 一痔
0 ＝．・‾ゆ ‾■∴．1声0 －1岳¢ ‾1 5‾0 一声¢

維　 持　 管　 理　 費　　　　　 く円 ） 5 6 糾 6 1 6 6 6 6 6 7 6 6

資　　 本　　 費　　　　 （円 ） 1 9 5 8 6 8 9 8 4 8 4 8 3 8 4



財　　政　　計　　画　　　　（現行）

（1）収益的収支、資本的収支 （単位：千円）

車 卿 8車 重

・＝棟 筆 醸 ト

率 或 痔 年 度

（決 算 見 込 ラー

宰 凍 煎 車 息

ニー・（泉 畠 ）■．＿：

・＝牒 照 準 算 蔓 瑚 軒 －＿

．平 成 2■1華 麗 ＿平 成 わ 年 恵 垂 直 云3 年 喪 ；■．二‾部 ＝．．：

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

1　 総　　　　　　　 収　　　　　　　 益 （Ａ ） 9 2 2 ，9 7 7 9 1 9 ，1 1 0 8 5 7 ，2 6 6 8 8 1 ，7 5 3 8 8 6 ．8 7 8 8 8 9 ．5 3 5 2 ，6 5 8 ，1 6 6

（1 ）　 官　　　　 業　　　　 収　　　　 益 （Ｂ ） 6 3 3 ．2 1 3 6 6 0 ．5 4 7 6 5 6 ．7 0 0 6 5 6 ，8 5 8 6 5 6 ，0 3 1 6 5 2 ，6 3 9 1 ，9 6 5 ．5 2 8

ア　 料　　　 金　　　 収　　　 入 6 3 3 ■，2 1 3 6 6 0 ．5 ヰ7 6 5 6 ，7 0 0 6 5 6 ，8 5 8 6 5 6 ，0 3 1 6 5 2 ，6 3 9 1 ，9 6 5 ，5 2 8

（2 ） 営　　 業　　 外　　 収　　 益 2 8 9 ，7 6 4 2 5 8 ．5 6 3 2 0 0 ．5 6 6 2 2 4 ．8 9 5 2 3 0 ，8 4 7 2 3 6 ．8 9 6 6 9 2 ，6 3 8

ア　 他　 会　 計　 繰　 入　 金 2 糾 ，5 8 2 2 5 5 ，3 5 9 1 9 0 ．9 1 2 2 2 1 ．8 7 2 2 2 7 ，8 2 4 2 3 3 ，8 7 3 6 8 3 ，5 6 9

イ 歪 雷 雲 票 芸 彗 資 金 融 資 斡 旋 預 託
5 ，1 8 2 3 ．2 0 4 9 ，6 5 4 3 ，0 2 3 3 ．0 2 3 3 ，0 2 3 9 ，0 6 9

収

益

的

支

出

2　　 総　　　　　　　 兼　　　　　　　 用 （Ｃ） 8 3 6 ，6 1 8 8 6 4 ，4 1 4 7 7 3 ，7 6 2 7 8 3 ，5 8 1 7 6 4 ，3 3 0 7 4 8 ．8 2 1 2 ．2 9 6 ，7 3 2

（1 ）　 営　　　　 業　　　　 費　　　　 用 3 4 2 ．0 1 0 3 9 7 ．0 2 4 3 7 4 ，5 7 5 4 0 1 ．0 0 4 3 9 8 ，9 8 8 4 0 2 ．0 2 6 1 ．2 0 2 ，0 1 8

ア　 職　　 長　　 給　　 与　　 兼 5 8 ，5 6 2 5 2 ，0 9 0 4 3 ．5 2 6 5 1 ，0 0 0 5 1 ．0 0 0 5 1 ，0 0 0 1 5 3 ．0 0 0

イ　 京 都 府 に 対 す る 維 持 管 理 負 担 金 2 2 1 ，6 7 8 2 6 2 ，9 2 2 2 5 3 ，8 4 8 2 6 6 ，1 8 4 2 6 4 ，1 7 7 2 6 2 ．2 0 6 7 9 2 ，5 6 7

ウ　 使 用 料 徴 収 事 務 負 担 金 3 3 ．1 9 3 3 3 ．1 6 9 4 1 ，7 1 7 3 3 ，0 0 0 3 3 ，0 0 0 3 3 ，0 0 0 9 9 ．0 0 0

エ　 下　 水　 道　 業　 務　 負　 担　 金 6 ．2 6 7 6 ，2 4 2 6 ，3 8 5 6 ．3 0 0 6 ，3 0 0 6 ．3 0 0 1 8 ．9 0 0

オ　 維 持 管 理 に 係 る 委 託 料 及 び 工 事 費 等 1 2 ．0 5 9 1 0 ，1 4 2 2 0 ．3 5 0 1 5 ，9 0 0 1 5 ，9 0 0 2 0 ．9 0 0 5 2 ．7 0 0

力　 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 8 ，1 1 6 2 8 ，8 9 8 5 ．5 8 2 2 7 ，0 0 0 2 7 ，0 0 0 2 7 ，0 0 0 8 1 ．0 0 0

キ　 消 耗 品 等 2 ．1 3 5 3 ，5 6 1 3 ，1 6 7 1 ，6 2 0 1 ，6 1 1 1 ．6 2 0 4 ．8 5 1

（2 ）　 営　　　 業　　　 外　　　 費　　　 用 4 9 4 ，6 0 8 4 6 7 ，3 9 0 3 9 9 ，1 8 7 3 8 2 ，5 7 7 3 6 5 ，3 4 2 3 4 6 ．7 9 5 1 ，0 9 4 ，7 1 4

ア　 支　　　 払　　　 利　　　 息 4 9 1 ，6 0 8 4 6 4 ，3 9 0 3 9 6 ．1 さ7 3 7 9 ，5 7 7 3 6 2 ．3 4 2 3 4 3 ．7 9 5 1 ，0 8 5 ．7 1 4

う ち 資 本 ■費 平 準 化 債 利 息 1 3 ，1 8 1 2 1 ，1 5 7 2 9 ，2 9 7 3 7 ．5 9 4 4 5 ．7 6 2 5 3 ．0 4 2 1 3 6 ，3 9 8

イ 歪 誓 便 所 改 造 資 金 融 資 斡 旋 預 託
3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 3 ，0 0 0 9 ，0 0 0

3 ■ ．収　 キ　 享 …・ ≡■王事 臼 垂糎 ）ヨ ㊥
・＿－－5 4 劇 8 ・・ 三∴‾8 3 ，5 ¢4 十 1ヰ0 ，7 ・川 ∴ 5引 ．4 餌 ．串6 ．3 ；5争 1．‥一宅札 1■7 2 ■－．1 2 2 ．糾 8 ＝

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

1　 資　　　 本　　　 的　　　 収　　　 入 （Ｅ） 6 8 3 ．6 5 9 1 ，4 2 2 ，4 7 5 6 4 6 ，5 4 7 6 4 7 ．6 5 4 6 1 5 ，4 4 2 6 0 3 ，7 0 6 1 ．8 6 6 ，8 0 2

（1 ）　 地　　　　　　　 方　　　　　　　 債 4 3 9 ．6 0 0 1 ，1 4 5 ，6 0 0 4 0 2 ，0 0 0 3 9 0 ，4 0 0 3 6 5 ，4 0 0 3 5 3 ．1 0 0 1 ．1 0 8 ，9 0 0

ｌ　 う ち 資 本 費 平 準 化 債
3 2 9 ，0 0 0 3 3 3 ，2 0 0 3 5 1 ，9 0 0 3 6 0 ．4 0 0 3 3 5 ，4 0 0 3 2 3 ，1 0 0 1 ，0 1 8 ，9 0 0

（2 ）　 他　　 会　　 計　　 補　　 助　　 金 2 4 4 ．0 5 9 2 7 6 ．8 7 5 2 4 4 ，5 4 7 2 5 7 ，2 5 4 2 5 0 ．0 4 2 2 5 0 ．6 0 6 7 5 7 ．9 0 2

資

本

的

支

出

2　　 資　　　 本　　　 的　　　 支　　　 出 （Ｆ） 7 6 5 ，7 ヰ7 1 ．4 7 4 ．3 4 6 7 4 0 ，9 0 3 7 4 5 ，8 2 6 7 3 7 ．9 9 0 7 4 4 ，4 2 0 2 ，2 2 8 ，2 3 6

（1 ）　 建　　　 投　　　 改　 ｒ　　 良　　　 費 2 7 ，0 8 4 2 9 ，8 7 1 5 0 ．4 9 9 3 0 ，0 0 0 3 0 ，∝ 旧 3 0 ．Ｏｄｏ 9 0 ，0 0 0

（2 ） 地　　 方　　 債　　 償　 ・還　　 金 （Ｇ ） 7 3 8 ，6 6 3 1 ，4 4 4 ．4 7 5 6 9 0 ，4 0 4 7 1 5 ．8 2 6 7 0 7 ．9 9 0 7 1 4 ，ヰ2 0 2 ，1 3 8 ．2 3 6

】　 う ち 資 本 費 平 準 化 償 元 金
0 0 1 ヰ，0 5 6 2 8 ，9 9 5 4 5 ．5 8 5 6 2 ，6 4 3 1 3 7 ，2 2 3

3 ．■．． ・収　 ‾ヰ ■＿■・・：＝ ≡：＿・‥■を ‡ｒ＝； 三重 「 ；（野 草 巨 唾 二’∴直 隠 由 由 ∴杏 5 1 即 1 二．＿三盆 ■．卵 診 卵 ≡・≡・壷 東 ＿1Ｚ2 ‘－△ 三．1．乾 5坤 ：4 ・＿1郵 け 頼
＿■‾冬 ∂軋 ヰ3 4 ‾

収　　 支　　 再　　 差　　　 引 （Ｄ）ペ Ｈ ） （Ⅰ） 4 ，2 7 1 2 ．8 2 5 △ 1 0 ，8 5 2 0 0 0 0

前　 年　 度　 か　 ら　 の　 繰　 越　 金 （Ｊ） 6 ，1 5 6 1 0 ，4 2 7 1 3 ．2 5 2 0 0 0 0

形　　 式　　 収　　 支　　　　 （Ⅰ）ペ Ｊ） （Ｋ） 1 0 ，4 2 7 1 3 ，2 5 2 2 ．4 0 0 0 0 0 0

企　　　業　　　価　　　現　　　在　　　高 10．419，254 10，120，379 9，831．975 9，506，549 9．163．959 8，802．639



（2）一般会計繰入金

／‾‾、

単位：千円）

・阜 ．∴■こ　 て・＿‾壌 ‡■ 平 成 18 年 度 中 断 墜 壊 車 成 頭 重 瓢 ≡煙 硝 料 算 定 即 断 ‾‾

直 ．分 ・．■－ 二．－．（染 料 軒 ‾‾：（湊 童 見 込 ）：・ 耳 鼻 込 〉■■＝－ 垂 融 嘩 蔑 ■ヰ 鹿 2 2 年 度 ・‾平 成 裏 卓 唇 ≡■／計

収　　 益　　 的　　 収　　 支　　 分 2 8 4 ，5 8 2 2 5 5 ，3 5 9 1 9 0 ．9 1 2 2 2 1 ，8 7 2 2 2 7 ．8 2 4 2 3 3 ，8 7 3 6 8 3，5 6 9

う　 ち　 基　 準　 内　 繰　 入　 金 4 5 ．6 0 1 2 5 5 ，3 5 9 1 9 0 ．9 1．2 2 2 1 ，8 7 2 2 2 7 ．8 2 4 2 3 3 ．8 7 3 6 8 3，5 6 9

ｌう ち 分 流 式 下 水 道 等 に 要 す る 経 費
0 2 1 3 ．0 7 6 1 4 7 ．0 7 4 1 7 7 ，8 1 3 柑 3 ，2 5 0 1 8 7 ．3 7 0 5 4 8，4 3 3

う　 ち　 基　 準　 外 ′ 繰　 入　 金 2 3 8 ．9 8 1 0 0 0 0 0 0

資　　 本　　 的　　 収　　 支　　 分 2 4 4 ．0 5 9 2 7 6 ，8 7 5 2 4 4 ．5 4 7 2 5 7 ，2 5 4 2 5 0 ，0 4 2 2 5 0 ．6 0 6 7 5 7，9 0 2

う　 ち　 基　 準　 内　 繰　 入　 金 5 6 ．8 7 6 4 4 ，2 0 2 4 2 ，3 5 7 4 4 ，2 6 0 3 8 ，0 6 3 3 7 ，0 2 8 ＝ 9，3 5 1

う　 ち　 基　 準　 外　 繰　 入　 金 柑 7 ，18 3 2 3 2 ，6 7 3 2 0 2 ，1 9 0 2 1 2 ．9 9 4 2 1 1．9 7 9 2 1 3 ．5 7 8 6 3 8，5 5 1

収 ■■奉 －‾■申 ．＿十 ＿■・：寛 一‾李 ・町 一顕 ←妾 針 二
■＿　5 2 8 ，6 4 1 ’．5 写＝2 ニ2 3 ヰ≡ ＝≡＿■郎 鋤 舶 三 4 ヲ‥9 ｉ：】頭 ∴叩 7 ．8・6：6

＿・ヰ8 4 ，4 7 9
斗 朋 1‾．4 ラ1

う　 ち　 基　 準　 内　 繰　 入　 金 10 2 ．4 7 7 2 9 9 ，5 6 1 ・ 2 3 3 ，2 6 9 2 6 6 ．1 3 2 2 6 5 ，8 8 7 2 7 0 ，9 0 1 8 0 2 ．9 2 0

う　 ち　 基　 準　 外　 繰　 入　 金 4 2 6 ．1 6 4 2 3 2 ．6 7 3 2 0 2 ．1 9 0 2 1 2 ，錮 4 2 1 1．9 7 9 2 1 3 ．5 7 8 6 3 8．5 5 1

（3）経営指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

・■車 ■＿壬 き 嚢 ■ｊ■・・ 平 壌 柑 年 蜃 ■醸 成 う■嘩 堰 丁平 塵 函 摂 ■圭 使 用淘 算定 湖 畔 二．；＝

・区 て ．分 ＿－．． ；く嚢 算 鱒 ） （痍 衰 裏 革 さ三≡二…■－く鼻逓 ト 守 康 2 1年 掛 平成 塑車 庫 ‾．．車 成 皇車 庫 …三≠蘇 ∴

汚　　　 水　　　 処　　　 理　　　 費 1，4 70 ．3 2 7 8 9 1 ．0 3 3 87 1，74 3 8 6 9 ．8 5 2 8 6 8 ．0 10 8 6 6 ．2 1 7 2 ，60 4 ，0 79

． 維　　 持　　 管　　 理　　 費 3 24 ．5 60 3 8 1 ．3 5 0 35 2 ，5 2 1 3 8 3 ．1 8 1 3 8 1．16 5 3 8 4 ．2 0 3 1，14 8 ．5 4 9

資　　　　　　 本　　　　　　 費 1，1 4 5 ．7 6 7 5 0 9 ，6 8 3 5 19 ，2 22 4 8 6 ．6 7 1 4 8 6 ，8 4 5 4 8 2 ，0 1 4 1，4 55 ，5 30

・ 軽 ‾． 費 ・－・て二・ 車 ≡‡ 車 ＿十 車 ■…＝・‡極 さ二
二　‾ヰ3 ．1 ≡∴・甲い 三≡了5 ．3 二．＿了事、き ∴‾7 声．6 ■．■－■7■5 ．3

－‾．7 5 ．5

維　 持　 管　 理 ． 黄　　　　 （％ ） 10 0 ．0 100 ．0 10 0 ．0 10 0 ．0 1 0 0 ．0 10 Ｐ・0 10 0 ．0

資　　 本　　 費　　　 （克 ）
2 6 ．9 54 ．8 5 8 ．6 56 ．2 5 6 ．5 55 ．7 5 6 ．1

有　　　　 収　　　　 水　　　　 生　 （ｍ3 ） 5，糾 0 ．糾 7 5 ，9 4 4 ．4 2 9 5 ．8 1 1，62 3 5 ，7 9 9，0 1 3 5 ，7 8 6 ．7 3 （Ｓ 5 ，7 74 ．7 8 2 17 ，3 60 ．5 3 1

使　　　 用　　　 料　　　 単　　　 価　 （円 ） 1 0 8 11 1 1 13 1 1 3 1 13 11 3 1 13

汚 ＝： ・水 ‾・一 越 ＝■了 針 ．■． 康 一－・‾．≡酢 ＝＿■■デ．桓 ）．二 2 5 2 1申 ゆ 二＿．嘩 十5 0 ゆ 1 由

維　 持　 管　 理　 費　　　　 （円 ） 5 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 7 66

資　　 本　　 兼　　　　 （円 ） 1 9 5 8 （； 8 9 糾 8 4 8 3 由



※ 地方債の借換えに係る元金の繰上償還分を除く

元金償還額と資本費平準化債借入額の推移
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※ 一般家庭使用料は、月20m3使用の場合（消費税込み）

※ 総務省発行「平成１８年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」より

一般家庭使用料と経費回収率
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収益的支出及び資本的支出内訳グラフ

維持管理費及び資本費内訳グラフ
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資料５

委託料及び工事費等

府維持管理負担金

職員給与費

使用料徴収負担金 その他

利子償還金

建設改良費

元金償還金

職員給与費 委託料及び工事費等

使用料徴収負担金

その他

元金償還金 利子償還金

府維持管理負担金



＊平成１９年度から、資本費の算定から資本費平準化債を除き、「分流式下水道等に要する経費」について
資料２の考え方に基づき繰入金を算定した場合

汚水処理費・経費回収率の推移
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資本費平準化債について

1　資本費平準化債の目的

資本費平準化債とは、簡単に言えば「借金返済のための借金」です。

この地方債の目的は、作った下水道管の耐用年数とその財源として

借り入れた地方債の償還期間の時間差によって生じる資金不足を解消

することです。

地方債の償還期間は23年または25年となっています。一方、下

水道施設の耐用年数は44年ですので、耐用年数と元金の償還期間の

間に約20年の時間差が生じる形になります。

例えば、耐用年数が50年のものを50年間で返済するような条件

の借金であれば、各世代で借金を均等に負担しているといえます。と

ころが、耐用年数が50年のものを30年間で返済しなければならな

い場合、耐用年数との差である20年間の将来負担分までその30年

間で返済していることになります。

このような時間差による資金不足を解帰し世代間の負担の公平化を

図る、つまり「資本費」を「平準化」するために設けられたのが資本

費平準化債という地方債です。

2　資本費平準化債の仕組み

資本費平準化債の借入可能額は以下の算式で求められます。

多年度の元金脚仲軍物資分を齢ぐノ　ー各年度の靡癖紺

＝農本者平準好摩ぽス聯

＜例＞

（1）下水道管の完成時期

（2）下水道管の建設費用

下水道管の耐用年数

2000年度末

100万円

10年



（３）建設費用に充てた地方債の額 100万円
地方債の借入条件 償還期間５年

元金均等償還で据置期間なし

（４）資本費平準化債の借入条件 償還期間５年

元金均等償還で据置期間なし

下水道管の耐用年数は１０年ですから、毎年１０万円づつ減価償却

していきます。

一方、その建設費用として借り入れた地方債については、毎年２０

万円づつ元金を返済し５年間で完済するため、差額の１０万円につい

て資本費平準化債の借り入れが認められます。

建設費用として借りた額を返済していくと同時に、資本費平準化債

については新たな別の借金として返済していきます。この点で、元の

借金の残高をそのまま引き継ぐ「借換え」とは趣旨が異なります（次

頁参照）。

（注） 実際に資本費平準化債の借入可能額を算出する際に用いる減価償却額は次の

算式で求めます。

減価償却額＝地方債借入総額÷４４（年）×０．９（乗率）

①地方債借入総額は、当該年度の４４年前から当該年度の前年度までの地方

債借入額の総額です。ただし、資本費平準化債と借換債は含めません。

②４４（年）は、下水道事業に係る全固定資産の耐用年数を当該資産の取得

価格で加重平均して算出した年数。

③０．９は、減価償却終了後の残存価格を１０％と想定したことによる乗率。

３ 資本費平準化債が収支に及ぼす影響

単年度でみれば、資本費平準化債を借り入れることにより、その分

一般会計からの繰入金（基準外の繰入金）が減額されます。

長期的にみれば、借入年度以降の元金と利子の償還額の増加要因と

なります。低い利率への借換えのように、利子の償還額を減額させる

ような効果はありません。



資本責平準化債の仕組み

年度　　　2001　　2002　　2003　　2004　　2005　　2006　　2007　　2008　　2009

減価償却額

元金償還額
ｌ ｌＯ 10 10 10 10

10 10 10 と　10 10

資
本
費
の
平
準
化
が
図
ら
れ
た

臣

2001年～2005年までの間、各年度の元金償還額

が資本費平準化債借入可能額となります。

と各年度の減価償却額


